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1.　近時経済 の著しい発展に伴い，農業 と他産業 との

開 におけ る生産性お よび従事者 の生活水準 の格差が増大

しつっあ リ, そ の格差 の解消が 今日の農政 の課題 となっ

てい る。そこで他産業従事者の生活水準に均衡す ると考

えられ るような農家の生活は， どの ようなも のかを，具

体的に明ら かにす る必要があるが，それは農村の生活改

善又事業 の諸対策 の目標 を明ら かにす るとい うこ とにも

なる。そこで農家住宅 の規肌 設備 の程度 などについ て，



一応現段階 におい て標準 と考えられ るも のを明らかにし

よ うとして研究を行ってい るが， 現在 までに明らかにさ

れたこ とについて報告する。

2.　まず， 住宅設計上問題になる点を設問事項とし て

設定し， とれに対し 静岡， 栃木， 埼玉 などの農村におい

て実態調査 を行い その結果 から設問事項に対 する回答と

し ての住宅設 計を明 らかにし，こ れに基い て住宅 の設計

を行った。

3.　標準家族（ 家族数 ６人，2 タイプ） に対 する農家

住宅の規模 としては，少 くとも30坪内 外は必 要であ ると

考えられ る。生活用共同施設 が完備し， 近代的 設備 器具

を充分 にとり入れ た生活 を前提 とする場合は,   25坪内外

とす るこ とも可能であ ると考えられる。
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